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４ 職員の給与の状況 

    

Ⅰ 総括 

（１）人件費の状況 

人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料・報酬等、職員が加入している地方公務員共

済組合に事業主として支払う負担金等を合計したものです。 

（普通会計決算から）                                                       単位：千円 

区 分 

住民基本台帳 

人口（平成３０

年１月１日） 

歳出総額 

Ａ 

実質収支 

 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

（Ｂ/Ａ）（％） 

（参考）２８年度 

人件費率（％） 

平成２９年度 ２３５，３５７人 ７３，１７２，１８７ ２，４６０，１３５ １１，９８７，９２７ １６．４ １６．６ 

（注） 普通会計とは、一般会計に公営事業会計（病院、国民健康保険、下水道、介護保険、後期高齢者医療）以外の

特別会計（大和市の場合、渋谷土地区画整理事業特別会計）を合算したものです。 

 

（２）職員給与費の状況 

職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。 

（普通会計決算から）                                                       単位：千円 

区 分 
職員数 

Ａ 

給 与 費（千円） 一人あたり給与費

B/A（千円） 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ 

平成２９年度 １，２４４人 ４，８６７，７４３ １，４７９，８５９ ２，００８，２２０ ８，３５５，８２２ ６，７１７ 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。              

   ２ 職員数は、平成２９年４月１日現在の人数です。 

     ３ 給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には 

当該職員を含みません。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 

 

 

  （注）1 ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数 

（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００ 

として計算した指数です。 
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   ２ 施行時特例市平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体である施行時特例市のラスパイレス指数を単

純平均したものです。 

   ３ 平成２５年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合

の値です。 

 

（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

 ①給料表の見直し 

  【実施】 

（給料表の改定実施時期）平成２８年４月１日 

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％の引下げを行いました（若年層についての

引下げはなく、高年齢層については最大４％程度の引下げ）。激変緩和のため、３年間（平成３１年３月３１日ま

で）の経過措置（現給保障）を実施します。他の給料表についても、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直

しを実施しました。 

 

 ②地域手当の見直し 

  （支給割合）国基準１０％に対し、大和市においても１０％を支給しています。 

  （実施時期）平成２８年４月１日より実施しています。 

   （参考） 

  

平成２７年度の支給割合 

 

平成２８年度の支給割合 

 

平成２９年度の支給割合 

国基準による支給割合 １０％ １０％ １０％ 

大和市の支給割合 １０％ １０％ １０％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の

見直し等に取り組むこととされています。 
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Ⅱ 一般行政職給料表（１）の状況（平成３０年４月１日現在） 

 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 

１号級の 

給料月額 
１４７，１００ ２２８，９００ ３０５，４００ ３５９，５００ ３６２，３００ ４０７，７００ 

最高号給の 

給料月額 
３０３，８００ ３８０，６００ ３９２，６００ ４０９，８００ ４４４，５００ ４６８，２００ 

 

 

Ⅲ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成３０年４月１日現在） 

①一般行政職                                                           単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国比較ベース） 

大和市 ４２．０ ３０７，６１６ ４０５，０２８ ３６４，２９６ 

神奈川県 ４３．３ ３３６，３７１ ４４３，５８８ ３９６，７３１ 

国 ４３．５ ３２９，８４５ ― ４１０，９４０ 

施行時特例市 ４１．７ ３１８，２５０ ４１０，１６４ ３６９，１３４ 

 

②技能労務職                                                          単位：円、歳 

区分 
公 務 員 

平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額（Ａ） 平均給与月額（国比較ベース） 

大和市 ５０．９ １１１人 ３３９，９６０ ４２１，３１３ ３９１，１７４ 

 

うち清掃職員 ４９．６ ５８人 ３４５，９１９ ４３４，００９ ４０１，１１３ 

うち学校給食員 ５４．５ ８人 ３１９，６１３ ３６５，１６５ ３５７，０１１ 

うち用務員 ５４．４ ９人 ３２６，９２２ ３７４，１１７ ３６８，５４８ 

うち自動車運転員 ５５．５ ４人 ３３０，３５０ ４６６，２２０ ３７６，８８５ 

その他 ５１．０ ３２人 ３３９，１１６ ４２０，０００ ３８９，８５１ 

神奈川県 ５６．０ ２９４人 ３４９，６３８ ４２２，９１６ ４０１，５０７ 

国 ５０．７ ２，５５３人 ２８６，８１７ ― ３２８，６３７ 

施行時特例市 ４９．３  ３２８，４０１ ３８７，２９９ ３６８，０９５ 

   

③消 防 職                                                            単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース） 

大和市 ３８．４ ３１９，１９８ ４２６，６３９ ３８２，７９８ 

施行時特例市 ３８．９ ３０９，５７４ ４０５，３４７ ３６２，４５８ 

 

④医師・歯科医師職                                                      単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース） 

大和市 ４２．３ ４６３，４１６ １，１０８，９１７ ７１２，７４５ 

神奈川県 ― ― ― ― 

国 ５１．６ ５０４，５４８ ― ８５０，７２３ 

施行時特例市 ４３．３ ４６７，７６７ １，１４８，８６２ ６７８，３９０ 
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⑤薬剤師・医療技術職                                                     単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース） 

大和市 ４１．１ ３１３，２５１ ４２１，６５２ ３６５，８４６ 

神奈川県 ― ― ― ― 

国 ４６．１ ３０９，１９８ ― ３５４，０９９ 

施行時特例市 ― ― ― ― 

 

⑥看護・保健職                                                         単位：円、歳 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額（国ベース） 

大和市 ３８．５ ２９９，０９６ ４０９，９３２ ３４４，０５４ 

神奈川県 ― ― ― ― 

国 ４７．２ ３１５，０１４ ― ３５０，６３２ 

施行時特例市 ３８．３ ２９６，３１２ ３８１，４６８ ３２７，８１１ 

（注） １ 「平均給料月額」とは、平成３０年４月１日現在における職種ごとの職員の基本給の平均です。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ

ての諸手当の額を合計したものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平

均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算

出しています。 

３ 神奈川県、施行時特例市の数値は、平成２９年４月１日現在におけるものです。 

 

 

（２）職員の初任給の状況（平成３０年４月１日現在）                                         単位：円 

区  分 
大和市 県 国 

初任給 ２年後の給料 初任給 初任給 

一般行政職 

大学卒 １８３，７００ ２０５，１００ １８４，８００ 
総合職１８３，７００ 

一般職１７９，２００ 

短大卒 １６８，６００ １８４，３００ ― ― 

高校卒 １５６，８００ １６７，２００ １５０，５００ １４７，１００ 

技能労務職 

環境整備員 ３０歳 の場 合 
２１８，１００ ２２４，１００ ― ― 

消 防 職 
大学卒 ２１５，３００ ２２９，７００ ― ― 

高校卒 １８０，０００ １９５，５００ ― ― 

医療職（１） 大学６卒 ３３１，１００ ３５０，９００ ― ２４１，４００ 

医療職（２） 大学卒 ２１０，９００ ２２３，０００ ― １８５，４００ 

医療職（３） 

大学卒 ２２９，９００ ２４１，６００ ― ２０９，２００ 

短大３卒 ２２３，４００ ２３６，６００ ― １９７，１００ 

短大２卒 ２１７，５００ ２２９，９００ ― １８８，８００ 

（注）１ 技能労務職は、職種及び採用時の年齢によって給料額が異なります。 

   ２ 神奈川県の数値は、平成２９年４月１日現在におけるものです。 
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（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成３０年４月１日現在）                    単位：円 

区  分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年 

一般行政職 

大学卒 ２６１，１９５ ３４９，３６４ ３８６，３１３ ４０６，１６８ 

短大卒 該当なし ３３３，０００ ３８０，６００ ３７９，８５０ 

高校卒 ２１５，４００ ２８１，２００ ３０２，０５０ ３７９，７５０ 

技能労務職 
高校卒 該当なし ３１０，７００ ３２３，０２５ ３５０，６３３ 

中学卒 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

消 防 職 

大学卒 ２９２，９３８ ３５９，３５０ ３８１，６００ 該当なし 

短大卒 該当なし ３４６，４００ 該当なし 該当なし 

高校卒 ２５６，８００ ３３４，５５０ ３７１，６７７ ３８４，５００ 

中学卒 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

医師・ 

歯科医師職 
大学６卒 ４３２，６００ ５０３，７５０ 該当なし 該当なし 

薬剤師・ 

医療技術職 

大学卒 ２６３，８００ 該当なし ３９９，６００ 該当なし 

短大卒 ２８２，４５０ 該当なし ３７０，２００ 該当なし 

看護師・ 

保健師 

大学卒 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

短大３・２卒 ２６９，０２５ ３３２，６００ ３７７，４５０ ３８４，６６７ 

高校卒 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の年数です。 
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６級 
2.2% 

Ⅳ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況                  （平成３０年４月１日現在） 

区分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％） 

１級 主事 ２３５ ２８．１ 

２級 主査 ３６６ ４３．７ 

３級 係長 １２８ １５．３ 

４級 課長・主幹 ６７ ８．０ 

５級 次長・参事 ２３ ２．７ 

６級 部長 １８ ２．２ 

 （注）１ 大和市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

     ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

 

     

 

（注）平成２５年１０月に８級制から６級制への給与制度改正を実施しました。 
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（２）昇給への勤務成績の反映状況 

①勤務成績の評定の実施状況 

   行政職給料表（１）、（２）を適用する職員、消防職給料表を適用する職員、医療職給料表（１）、（２）、（３）を適用する職

員及び再任用職員給料表適用の職員を対象として人事評価を実施しています。 

 

②昇給への（平成２８年度）勤務成績の反映状況 ：対象期間 平成２９年１月１日～平成２９年１２月３１日（１２ヶ月） 

成績区分 昇給号数 職員数 割合 

A（特に優秀） ８号 ０  ０．０％  

B（優秀） ６号 １８３  １２．５％  

C（標準） ４号 １，２３１  ８４．２％  

D又は E（標準未満） ２号又は昇給なし ４８  ３．３％  

合  計  １，４６２  １００．０％  

   （注）１ 対象者は人事評価対象職員のうち行政職給料表（１）、（２）適用の職員、消防職給料表を適用する職員及び医

療職給料表（１）、（２）、（３）を適用する職員（任期付職員、派遣職員、休職者等を除く）です。 

      ２ 平成３０年１月１日現在満５５歳以上の職員の昇給号数は上記昇給号数の２分の１です。 

 

Ⅴ 職員手当の状況 

（１）①期末手当・勤勉手当 

大和市 神奈川県 国 

１人当たり平均支給額（平成２９年度） 

１，４８９千円 

１人当たり平均支給額（平成２８年度） 

              １，７１９千円 
― 

（平成２９年度支給割合） （平成２８年度支給割合） （平成２９年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

２．６月分 １．８月分 ２．６月分 １．７月分 ２．６月分 １．８月分 

（１．４５月分） （０．８５月分） （１．４５月分） （０．８月分） （１．４５月分） （０．８５月分） 

  （注） （    ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

   ②勤勉手当への勤務成績の反映状況（平成２９年１２月期の勤勉手当への反映実績） 

成績区分 成績率 職員数 割合 

優秀 ９５～１００/１００ ２１６  １２．５％  

標準 ９５/１００ １，４４４  ８３．３％  

標準未満 ８５/１００未満 ７３  ４．２％  

合計  １，７３３  １００．０％  

※対象者は人事評価対象職員のうち行政職給料表（１）、（２）適用の職員、消防職給料表を適用する職員、医療職給

料表（１）、（２）、（３）を適用する職員及び再任用職員給料表適用の職員（任期付職員、派遣職員、休職者等を除く）

です。 

※再任用職員の成績率は標準（０．４５/１００）、標準未満（０．３２５/１００）です。 

 

 



１８ 

 

（２）退職手当（平成３０年４月１日現在） 

大和市 国 

区  分 自己都合 勧奨・定年 区  分 自己都合 勧奨・定年 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度額 

１９．６６９５月分 

２８．０３９５月分 

３９．７５７５月分 

４７．７０９月分 

24.586875月分 

33.27075月分 

４７．７０９月分 

４７．７０９月分 

勤続２０年 

勤続２５年 

勤続３５年 

最高限度額 

１９．６６９５月分 

２８．０３９５月分 

３９．７５７５月分 

４７．７０９月分 

24.586875月分 

33.27075月分 

４７．７０９月分 

４７．７０９月分 

退職者数 １４３人 その他加算措置 

定年前早期退職特例措置（２％～４５％加算） １人当たりの平均支給額 ８，５００，７１５円 

（注） 退職手当の１人当たりの平均支給額は、平成２９年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。 

 

（３）地域手当                                                  （平成３０年４月１日現在） 

支給実績（平成２９年度決算） ７８９，０５９千円 

支給職員１人当たりの平均支給年額（平成２８年度決算） ４００，５３８円 

支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

全地域 １０％ 
１，９１１人 

１０％ 

医師 １６％ １６％ 

地域手当補正後ラスパイレス指数 

（ラスパイレス指数） 

９９．１ 

（９９．１） 

   （注）１ 地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水

準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋該当団体の地域手当支給率）/（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給

率）により算出。） 

２ 地域手当補正後ラスパイレス指数（ラスパイレス指数）は、平成２９年４月１日現在におけるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１９ 

 

（４）特殊勤務手当（平成３０年４月１日現在） 

支給実績（平成２９年度決算） ３２６，６５５千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２８年度決算） ５２３，４８５円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成２８年度） ３２．７％ 

手当の種類（手当数） １５種類 

 

手当の種類（名称別）その１                                    （平成３０年４月１日現在） 

手当の名称 主な支給対象業務・職員 
支給実績 

(２９年度決算) 

左記職員に対する 

支給単価 

特殊車両 

運転従事手当 

道路交通法の第１種免許のうち、大型特殊免許を必要と

する自動車（消防車両を除く）の運転又はごみを積み込む

ための圧縮装置を車体後部に備えた特殊自動車の運転

に従事した職員 

１，８５５千円 日額 ２００円 

行旅病人等 

処置手当 

行旅病人の収容作業に従事した職員 
０円 

１件  １，０００円 

行旅死亡人及び変死人の収容作業に従事した職員 １件 ２，０００円 

不快作業 

従事手当 

環境農政部、都市施設部又は教育委員会教育総務課に勤務する職員が次の清掃作業等に従事した場合  

 

ごみの収集作業に従事 

５，２１６千円 

  

従事時間４時間超 日額 ４００円 

従事時間４時間以下 日額 ２００円 

犬猫等の動物の死体処理作業に従事 １件 ３００円 

雑廃水の清掃作業に従事 日額 ４００円 

環境管理センターにおけるホッパーステージ内

での点検作業、焼却炉の修理作業、灰固化の作

業又は破砕機の清掃作業に従事           

日額 ７００円 

 

危険現場作業 

手当 

消防吏員が水震火災その他の非常災害の現場に出動し

消火作業又は救助作業等に従事した場合出動した場合 
５７３千円 

出動一回につき      

 ３００円 

職員が危険現場での作業、検査又は監督で特に市長が

必要と認めた業務に従事した場合 
日額 ２５０円 

災害復旧等 

従事者手当 

職員(消防吏員を除く)が、大和市災害対策本部その他市

長が定めるこれに準ずる対策本部の活動に従事した場

合 ０千円 

日額 ３００円 

職員が宿泊を伴う大和市域外における災害応急対策又

は災害復旧の活動に従事した場合 
日額 ２，３００円 

救急業務手当 

消防吏員が救急業務に出動した場合 

６，８８１千円 

出動１回につき 

２００円 

救急救命士が救急救命処置を行った場合 １件   ５１０円 

 

 

 

 

 

 

 



２０ 

 

手当の種類（名称別）その２                                          （平成３０年４月１日現在） 

手当の名称 主な支給対象業務・職員 
支給実績 

(２９年度決算) 

左記職員に対する 

支給単価 

診療手当 

病院の業務に従事した医師 

毎月の市立病院の診療収入から必要経費を控除した額の 

１００分の５（１，０００万円を上限）を超えない範囲内において支給 

ただし、支給額の下限を以下のとおりとする  

   

 副院長 

１１１，０９５千円 

月額 ２１６，０００円 

診療部長 月額 １８１，０００円 

上級医長 月額 １６０，０００円 

診療科の代表者及び病棟の責任者 月額 １０７，０００円 

その他の医師 月額 ７０，０００円 

分べん手当 
分べん手当は、分べん介助業務に従事した医師、

助産師に支給 
２４，６９９千円 

医師(主) ３０，０００円 

医師(従) １５，０００円 

助産師   １，０００円 

自宅待機手当 

 次の業務のためそれぞれに規定する職員が命令を受け

て正規の勤務時間外又は休日に自宅で待機する場合 

・予測できる分娩、手術等 ： 病院に勤務する医師 

・救急医療 ： 病院に勤務する医師、病院の臨床検査科、

診療放射線科、ＭＥセンター若しくは看護部（外来又は手術

室に勤務する職員に限る。）の職員 
４，７６４千円 

 

 

 

 

 

日額     

医師    ４，０００円 
その他の職員３，０５０円 

午後５時１５分から翌日の午前８時３０分まで及 

び午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（自宅待機の時間が当該時間帯の 2 分の 1 以下であるとき

は、当該手当の 2分の１の額とする） 

放射線作業手当 
人体に有害な放射線の放射を伴う危険な作業に従

事した職員 
１，８９７千円 日額 ２３０円 

防疫作業従事手当 
感染症の患者又は疑いのある者の救護等に従事

した職員 
０円 日額 ２９０円 

夜間看護等手当 

病院に勤務する看護師等が正規の勤務時間によ

る勤務の一部又は全部が深夜（午後１０時～翌日

の午前５時）において行われる看護等の業務に従

事した場合 

１１５，７２９千円 １回 
  ３，３００円 

～１０，０００円 

救急勤務医手当 

病院に勤務する医師が宿日直勤務において、救急

診療業務に従事した場合 

４３，８８０千円 

１回 １５，０００円 

病院に勤務する医師が宿日直勤務において、救急

の外来患者に対する入院を伴う診療業務に従事し

た場合 

１件  ５，０００円 

管理職緊急呼出手当 

医療職給料表（１）の４級以上の医師が正規の勤

務時間以外に緊急の呼出しを受けて救急医療等

の業務に従事した場合 
８，１３０千円 

  

       ２時間以下のとき 日額 １０，０００円 

       ２時間を超え４時間以下のとき 日額 ２０，０００円 

       ４時間を超えるとき 日額 ３０，０００円 



２１ 

 

専門看護等手当 

公益社団法人日本看護協会から専門看護師又は

認定看護師として認定を受けた看護師が、命令を受

けてそれぞれ認定を受けた専門看護分野に係る業

務又は認定看護業務に係る業務に従事した場合 

                 専門看護業務 

                 認定看護業務 

１，９３２千円 

 

 

 

 

日額 

日額 

 

 

 

 

３，０００円 

２，０００円 

 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（平成２９年度決算） ７２７，８５８千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２９年度決算） ５１６，５７８円 

支給実績（平成２８年度決算） ７４２，６９５千円 

職員１人当たり平均支給年額（平成２８年度決算） ５１９，７３１円 

    （注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の 

４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外の支給対象とはならない職員を除

く。）であり、短時間勤務職員を含みます。 

 

     

(６)その他手当                                                 （平成３０年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 国 
支給実績 

（平成２９年度決算） 

支給職員１人当たり 

平均支給年額 

（平成２８年度決算） 

扶養手当 

配偶者 ９，０００円 ６，５００円 

１９６，１４７千円 ２３４，９０７円 

１

人

目 

配偶者あり 
子 １０，０００円 １０，０００円 

父母等 ６，５００円 ６，５００円 

配偶者なし 
子 １０，０００円 １０，０００円 

父母等 ６，５００円 ６，５００円 

２人目以降１人に

つき 

子  １０，０００円 １０，０００円 

父母等 ６，５００円 ６，５００円 

特定期間の加算 

１５歳～２２歳の子 

一人につき  

５，０００円 

一人につき 

５，０００円 

住居手当 

借家に職員自身が居住し、家賃を支払っている

場合           支給上限額 ２７，０００円 

支給上限額    

２７，０００円 

１２５，２１５千円 ３１６，２００円 家屋の登記上の持分を職員が有し、収入も職

員が世帯内で最も多い場合          ０円 0円 

上記以外の場合 ０円 

通勤手当 

交通機関を利用（片道２㌔以上が対象） 

電車：６ヶ月分の定期代相当額 

バス：１ヶ月分の IC乗車券代相当額 

月額上限 ５５，０００円 

通勤距離が 

２㌔以上 

支給上限額 

１ヶ月当り 

５５，０００円 １２７，３９０千円 １０８，７８７円 

自転車、バイク、自動車を使用 

（２㌔以上が対象） 

通勤距離により２,０００円～３１,６００円 

通勤距離に 

より 

２,０００円～ 

３１,６００円 



２２ 

 

休日勤務

手当 

祝日（正規の勤務時間中休日代休の場合を除

く） 

１時間当たりの給与額×135/100×勤務時間 

１時間当たり

の給与額×

135/100×勤

務時間 

８６，４１０千円 ３７５，６９４円 

年末年始の休日（正規の勤務時間中） 

１時間当たりの給与額×185/100×勤務時間 

夜間勤務

手当 

正規の勤務時間として、午後 10時から翌日の午

前 5時までの間に勤務した場合 

１時間当たりの給与額×25/100×勤務時間 

１時間当たり

の給与額×

25/100 × 勤

務時間 

５４，１１１千円 １２０，５１５円 

宿日直 

手当 

宿日直勤務 

（通常執務時間の 1/2） 

６，１００円～ 

２０，０００円 

（３，０５０円～ 

１０，０００円） 

４，２００円～ 

２０，０００円 

(２，１００円～ 

１０，０００円） 

５９，９６９千円 ５４５，１７４円 

常直勤務 

（ただし、１月のうち１５日を超える日数を勤務し

ないときは支給しない） 

月額 ２１，０００円 

月額 

２１，０００円 

（ただし、１月 

のうち１５日 

以下の場合 

は月額） 

１０，５００円） 

管理職 

手当 

管理職に支給 

（給料月額×２５％を超えない範囲） 

給料月額× 

２５％を超えな

い範囲 

１６０，０６８千円 ９０９，４７５円 

管理職員

特別勤務

手当 

管理職手当の支給を受ける職員が災害への対

処により週休日、休日、又は週休日等以外の

日の午前零時から午前５時までの間であって

正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合 

４，０００円～１８，０００円 

４，０００円～ 

１８，０００円 
８３５千円 ４１，７５０円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２３ 

 

 

 Ⅵ 特別職の報酬等の状況                                       （平成３０年４月１日現在） 

区         分 給  料  月  額  等 

給料 

 

 

 （参考）類似団体における最高/最低額 

 （最高） （最低） 

市      長 ９４３，０００円 １，０９９，０００円 ５０２，５００円 

副  市  長 

教  育  長 

７６４，０００円 

６８２，０００円 

９２３，０００円 

―     

６５６，３００円 

―     

報酬 

議      長 ５４９，０００円 ７５８，０００円 ５２９，４００円 

副  議  長 ４６６，０００円 ７０８，０００円 ４６６，０００円 

議      員 ４３９，０００円 ６６４，０００円 ４３９，０００円 

期末手当 

市      長 

副  市  長 

教  育  長 

（平成２９年度支給割合） 

 ６月期      ２．０２５  月分 

１２月期     ２．２２５  月分 
 

 
合  計     ４．２５   月分 

議      長   

副  議  長 

議      員 

（平成２９年度支給割合） 

 

６月期      ２．０２５  月分 

１２月期     ２．２２５  月分  

合  計     ４．２５   月分 

退職手当 

 

市      長 

副  市  長 

教  育  長 

 

（算定方式）                 （支給時期） 

給料月額×４００/１００×在職年数    任期ごと 

給料月額×３００/１００×在職年数    任期ごと 

給料月額×２００/１００×在職年数    任期ごと 

※１年未満の端数は月割りによる 

（注）類似団体の数値は、平成２９年４月１日現在におけるものです。 


